法務・総務のための社内研修資料20選　第3回
内部通報・相談 受付／初動対応 書式パック
書式A 受付票／書式B 初動対応チェックリスト／書式C 利益相反確認票／書式D 従事者指定記録
	法令・制度基準日：2026年6月18日　／　改正法・改正指針（令和7年法律第62号）は2026年12月1日施行
本書式は研修・実務の参考様式です。実際の運用にあたっては最新の法令・指針・自社の内部通報規程を確認してください。


	取扱注意（本書式群の保管）：本書式群には、通報者を特定させる情報や機微情報が含まれ得ます。アクセス権を制限し、必要最小限の範囲で記載・複製してください。保管方法・保管期間は自社の文書管理規程によります（法令上、全国一律の保管年数は定まっていません）。


本パックは、受付から初動までの4書式（A 受付票／B 初動対応チェックリスト／C 利益相反確認票／D 従事者指定記録）を収録します。
	ラベルの見方：【現在施行中】2026年6月18日時点の現行法・現行指針／【2026年12月1日施行】改正法（令和7年法律第62号）・改正指針／【自社規程】各社で定める運用。改正後の内容を現在施行中と取り違えないでください。


　書式A　内部通報・相談受付票
通報・相談を受けた担当者が、初回受付時に記入します。真偽を判断する書式ではありません。事実・推測・伝聞を分けて記録し、通報者を特定させる情報は必要最小限にとどめてください。
	受付番号
	例）WB-2026-001（自社採番ルールに従う）


	受付日時
	

	受付方法
	対面／電話／メール／専用フォーム／郵送／その他


	受付担当者
	

	通報者の属性
	労働者／派遣／元従業員／役員／取引先 等（無理に特定しない）


	実名・匿名
	実名／匿名／一部のみ開示


	連絡方法
	希望する連絡手段・時間帯。匿名の場合は専用アドレス・専用システム等の有無



	通報者が希望する情報管理
	共有してよい範囲・伏せてほしい事項 等。無条件の秘密保証はしない



	通報者を特定させる情報
	氏名等のほか、所属・担当・発言等の組合せで特定され得る情報。記載は最小限とし、別管理・アクセス制限を検討





通報・相談の内容
	通報内容（概要）
	





	直接確認した事実
	通報者が自ら見聞きした事実




	伝聞
	他者から聞いた内容



	推測・意見
	


	関係者
	被通報者・関係部署等（不用意に範囲を広げない）



	発生日時・期間
	

	継続中か
	継続中／終了／不明




緊急性・初期評価
	安全・生命・身体への危険
	あり／なし／不明（ありの場合は直ちに責任者へ）


	被害拡大のおそれ
	あり／なし／不明


	証拠消失のおそれ
	あり／なし／不明


	関係資料の所在
	


	既に相談した相手
	上司／他部署／外部 等


	希望する対応
	調査の希望・要望（希望どおりの結論は約束しない）



	不利益取扱いへの懸念
	


	受付担当者所見
	事実の整理・確認が必要な点。公益通報該当性は入口で断定しない




	緊急エスカレーションの要否
	要／不要。要の場合は連絡先・連絡日時を記載



　書式B　初動対応チェックリスト
受付直後に確認します。すべてを機械的に行うのではなく、事案に応じて要否を判断し、判断の記録を残してください。
	確認事項
	実施
	実施日時／担当
	備考・判断

	☐ 安全確保（生命・身体への危険の有無）
	
	
	

	☐ 被害拡大防止の初動
	
	
	

	☐ 証拠保全（消失・上書き・持出し防止）
	
	
	

	☐ 情報アクセス制限（共有範囲の限定）
	
	
	

	☐ 通報者への初回説明（秘密の取扱い・今後の連絡）
	
	
	

	☐ 連絡方法の確認（匿名の場合の連絡手段）
	
	
	

	☐ 利益相反の確認（書式C）
	
	
	

	☐ 従事者指定の要否の検討（書式D）
	
	
	

	☐ 通報対応責任者への報告
	
	
	

	☐ 専門部署（法務・人事・監査等）への連携
	
	
	

	☐ 行政報告・開示等の期限の有無の確認
	
	
	


※「無条件の秘密保証」「結論の約束」「通報者への独自の証拠収集の依頼」「私物端末への保存の依頼」は行わない。受付担当者一人で抱え込まない。
　書式C　利益相反確認票
受付・調査・是正に関与する候補者ごとに確認します。受付時に判明しなくても、後から判明した場合は除外又は公正性確保の措置を検討してください。
	確認対象者（氏名・所属）
	

	想定する関与（受付／調査／是正）
	

	被通報者との関係
	指揮命令・親族・取引・私的関係 等



	通報者との関係
	


	調査結果による利害
	調査結果により実質的な不利益・利益を受けるか



	親族関係
	

	指揮命令関係
	

	過去の紛争・評価関係
	対象者を直接評価する立場か、過去に紛争があったか



	外部専門家の顧問関係
	顧問弁護士等の中立性に疑義がないか（顧問なら常に問題なし、ではない）



	関与可否
	可／不可／条件付き


	除外又はモニタリング措置
	関与から除外／公正性を確保する部署のモニタリング下で関与 等



	判断者・判断日
	


　書式D　公益通報対応業務従事者　指定記録
	指定の考え方：内部公益通報受付窓口で受け付ける内部公益通報に関して、①公益通報対応業務を行い、かつ②その業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、実質的に判断して指定します。本人が「自分が従事者であること・法定守秘義務を負うこと・罰則の対象となり得ること」を明確に認識できる方法で定めてください。


【現在施行中】公益通報者保護法第11条第1項（従事者の指定）・第12条（守秘義務）・第21条（罰則）。本書式は消費者庁の従事者指定書の様式を参考にしています。
	氏名
	

	所属
	

	役職
	

	指定日
	

	対象業務
	受付／調査／是正に必要な措置 のうち担当する範囲



	対象事案
	全件／特定事案（受付番号）。属性指定の場合はその旨


	通報者を特定させる情報を取り扱う範囲
	


	守秘義務及び罰則の説明日
	法定守秘義務・罰則を説明し、本人が認識した日


	本人確認欄（署名・記名）
	従事者である旨を認識したことの確認



	指定者（氏名・役職）
	

	指定解除日
	異動・担当変更・案件終了等


	アクセス権解除日
	指定解除に伴う共有フォルダ・システム等の権限解除



※ 従事者に当たらない者（単にヒアリングを受ける者、調査対象者、単純な再検査のみを行う者、通報内容を聞いただけで主体的に関与しない補助者 等）を当然に従事者として記載しないでください。ただし、従事者でなくても範囲外共有は許されず、社内規程上の秘密保持・情報管理義務がかかります。
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